
岩手県告示第854号 

 平成24年12月12日県議会の議決を経た平成24年度岩手県一般会計補正予算（第５号）、平成24年度岩手県流域下水道事業特別会

計補正予算（第２号）及び平成24年度岩手県港湾整備事業特別会計補正予算（第２号）の要領は、次のとおりである。 

  平成24年12月21日 

                                            岩手県知事 達 増 拓 也  



平成 24 年度岩手県一般会計補正予算（第５号） 

   

  平成 24年度岩手県の一般会計の補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 22,365,398 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,208,665,374 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

  （繰越明許費の補正） 

 第２条 繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。 

  （債務負担行為の補正） 

 第３条 債務負担行為の追加及び変更は、「第３表債務負担行為補正」による。 

  （地方債の補正） 

 第４条 地方債の追加及び変更は、「第４表地方債補正」による。 

 

  

 

   

  



第１表　歳入歳出予算補正

歳　　　入

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円
5 地 方 交 付 税 319,654,113 44,493 319,698,606

1 地 方 交 付 税 319,654,113 44,493 319,698,606

9 国 庫 支 出 金 236,879,442 10,415,038 247,294,480

2 国 庫 補 助 金 89,345,904 10,415,038 99,760,942

10 財 産 収 入 1,007,899 2,083 1,009,982

1 財 産 運 用 収 入 363,724 2,083 365,807

12 繰 入 金 115,029,182 11,707,366 126,736,548

2 基 金 繰 入 金 114,674,864 11,707,366 126,382,230

13 繰 越 金 7,966,382 79,418 8,045,800

1 繰 越 金 7,966,382 79,418 8,045,800

15 県 債 95,088,373 117,000 95,205,373

1 県 債 95,088,373 117,000 95,205,373

1,186,299,976 22,365,398 1,208,665,374

款 項

歳　　　　　　　　　入　　　　　　　　　合　　　　　　　　　計



歳　　　出

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円
2 総 務 費 39,854,700 84,173 39,938,873

1 総 務 管 理 費 16,272,973 75,625 16,348,598

2 企 画 費 7,455,915 8,548 7,464,463

3 民 生 費 104,271,493 262,398 104,533,891

1 社 会 福 祉 費 65,572,029 262,398 65,834,427

4 衛 生 費 137,398,771 20,344,767 157,743,538

2 環 境 衛 生 費 120,245,020 20,331,810 140,576,830

4 医 薬 費 8,243,456 12,957 8,256,413

6 農 林 水 産 業 費 81,261,074 1,647,245 82,908,319

1 農 業 費 13,618,913 3,150 13,622,063

4 林 業 費 18,267,047 128,000 18,395,047

5 水 産 業 費 18,813,716 1,516,095 20,329,811

10 教 育 費 150,809,506 25,122 150,834,628

5 特 別 支 援 学 校 費 10,099,779 25,122 10,124,901

11 災 害 復 旧 費 184,831,304 1,693 184,832,997

1 庁 舎 等 施 設 災 害 復 旧 費 3,637,505 1,693 3,639,198

1,186,299,976 22,365,398 1,208,665,374

款 項

歳　　　　　　　　　出　　　　　　　　　合　　　　　　　　　計



  第２表　繰越明許費補正

事　　　　 　　　　　　 　　業 　　　　 　　　　　　　　名 金　　　　　 　               　額

千円

8 土 木 費 3,126,264

2 道 路 橋 り ょ う 費 　 1,525,500

　地域連携道路整備事業 1,376,000

　地方特定道路整備事業（道路橋りょう新設改良） 115,000

　地域道路整備事業 34,500

3 河 川 海 岸 費 　 577,000

　河川海岸等維持修繕 7,000

　基幹河川改修事業 250,000

　総合流域防災事業（河川改良） 130,000

　特定構造物改築事業 190,000

6 住 宅 費 　 1,023,764

　災害公営住宅整備事業 1,023,764

11 災 害 復 旧 費 1,621,857

4 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費 450,000

　治山災害復旧事業 450,000

6 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 　 1,171,857

　河川等災害復旧事業 561,857

款 項

追　　　　加



　港湾災害復旧事業 610,000



第３表　債務負担行為補正

１ 追　　　　加

1 　職員公舎管理費に係る大船渡地区堰口合同公舎
（仮称）整備事業

　平成24年度から平成29年度まで 210,000千円

2 　指定管理者によるいわて県民情報交流センター
管理運営業務

　平成24年度から平成27年度まで 1,570,497千円

3 　災害廃棄物緊急処理支援事業 　平成24年度から平成25年度まで 25,432,000千円

4 　指定管理者による陸中海岸青少年の家管理運営
業務

　平成24年度から平成25年度まで 32,000千円

5 　指定管理者による図書館運営業務 　平成24年度から平成27年度まで 489,000千円

事 項 期 間 限 度 額



２ 変　　　　更

1 　漁港災害復旧事業 平成24年度から
平成27年度まで

82,955,000千円 漁港災害復旧事業 平成24年度から
平成27年度まで

118,486,000千円

2 　河川等災害復旧事業 平成24年度から
平成28年度まで

66,065,000千円 河川等災害復旧事業 平成24年度から
平成28年度まで

68,365,000千円

補 正 前 補 正 後 

事 項 事 項 限 度 額 限 度 額 期 間 期 間 



第４表　　地方債補正

１　 追　　　　加

千円
造 林 事 業 32,000 　普通貸借又は証券発行。証券発

行の細目は、知事が定める。
　年９％以内（ただし、利率見直し方式で
借り入れる公的資金について、利率の見直
しを行った後においては、当該見直し後の
利率）

　借入先の融資条件による。ただし、財
政の都合により償還年限を短縮し、又は
繰上償還をすることができる。

特 別 支 援 学 校 整 備 事 業 17,000 　　同　　　　　　　　　　上 　　　　同　　　　　　　　　　上 　　　同　　　　　　　　　　上

計 49,000

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法 



２　 変　　　　更

千円 千円

障 害 者 支 援
施 設 等 整 備

65,000 　普通貸借又は証
券発行。証券発行
の細目は、知事が
定める。

　年９％以内（ただし、利
率見直し方式で借り入れる
公的資金について、利率の
見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率）

　借入先の融資条件によ
る。ただし、財政の都合
により償還年限を短縮
し、又は繰上償還をする
ことができる。

133,000 　普通貸借又は証
券発行。証券発行
の細目は、知事が
定める。

　年９％以内（ただし、利
率見直し方式で借り入れる
公的資金について、利率の
見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率）

　借入先の融資条件によ
る。ただし、財政の都合
により償還年限を短縮
し、又は繰上償還をする
ことができる。

計 95,088,373 95,205,373

補 正 前 
起 債 の 目 的 

限 度 額 

補 正 後 

限 度 額 起 債 の 方 法 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法 



平成 24 年度岩手県流域下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

   

  平成 24年度岩手県の流域下水道事業特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

  （繰越明許費） 

 第１条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 213 条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第１表繰越明許費」

による。 

 

  

 

   

  



  第１表　繰越明許費

事　　　　 　　　　　　 　　業 　　　　 　　　　　　　　名 金　　　　　 　               　額

千円
1 流 域 下 水 道 事 業 費 200,851

2 流 域 下 水 道 建 設 費 200,851

　流域下水道建設事業 200,851

款 項



平成 24 年度岩手県港湾整備事業特別会計補正予算（第２号） 

   

  平成 24年度岩手県の港湾整備事業特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

  （繰越明許費） 

 第１条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 213 条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第１表繰越明許費」

による。 

 

  

 

   

  



  第１表　繰越明許費

事　　　　 　　　　　　 　　業 　　　　 　　　　　　　　名 金　　　　　 　               　額

千円
1 事 業 費 3,370,000

1 港 湾 施 設 整 備 費 3,370,000

　港湾施設整備事業 3,370,000

款 項
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